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■仮事務所 
〒７４０－００１７
岩国市今津町１丁目７番１６号
（ヒヤマオフィスプラザ）
ＴＥＬ ０８２７-２２-２２５７
ＦＡＸ ０８２７-２３-０８５５

☆電話番号・ＦＡＸ番号に変更はございません。

詳しくは担当営業にお問い合わせください。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＜オンラインセミナー事務局コメント＞

2025年4月と10月に段階的に施行される改正育児・

介護休業法ですが、特に10月の改正では、新たな制度

の設計が求められるなど、より実務的な対応が必要に

なります。

4月の改正以上に、企業ごとの状況に応じた検討や、実

務上の注意点への対応が重要になりますが、人事部門

の皆さまは日々の業務に追われ、情報収集に時間を割

くのが難しいというお声も多く寄せられています。

そこで本セミナーでは、社会保険労務士が登壇し、10月

の改正に向けた実務対応のポイントをわかりやすく解説

いたします。ぜひご参加ください。

5月開催オンラインセミナーのご案内

インターネット環境があればどこでも受講できます♪

2025年 
改正育児・介護休業法実務対応セミナー

～柔軟な働き方への対応～

2025年 

５月２７日㈫ 14：00～15：00
日時

本イベントは事前登録制です。
お申し込みの際は 

ご招待コード（G11191）を

ご入力ください。 

キヤノンMJ セミナー 検索

https://canon.jp/business/event

こちらのQRコードから
セミナー紹介動画へ♪

事務所および店舗を移転いたしました

移転期間中はお客様には大変ご不便をおかけいたし

ましたことを心よりお詫び申し上げます。

新社屋の完成までは、下記の仮設事務所・店舗にて営

業いたします。より良いサービスをご提供できるよう、

従業員一同努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し

上げます。

新社屋建設に伴う移転のお知らせ

大進

エディオン

■仮店舗
〒７４０－００１８
岩国市麻里布町６丁目１１番７号

   ロイアルメゾン1階
ＴＥＬ ０８２７-２２-２２５５
ＦＡＸ ０８２７-２２-６５５０
受注専用ＦＡＸ ０１２０-７１-２２５５
◎お客様用駐車場 ５台



BCP対策 できてますか？？

『緊急事態』は突然やってくる！

BCP (事業継続計画) とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、

事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常
時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

(中小企業庁ホームページより) 
※Business Continuity Plan

 重要な業務の継続に不可欠な情報やデータのバックアップをとっていますか？

 バックアップデータを別の事業所や離れた安全な場所に保存していますか？

もしも災害等で会社の大切なデータが破損・消失したら…

業務が止まる 復旧に時間を要する 事業継続に影響を及ぼす

 バックアップ先のウイルス対策もできていますか？

『緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備し
ておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。こうした企業は、顧客
の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維
持・向上につながるのです。』

『企業が大地震などの緊急事態に遭遇すると操業率が大きく落ちます。
何も備えを行っていない企業では、事業の復旧が大きく遅れて事業の縮小を余儀なくされた
り、復旧できずに廃業に追い込まれたりするおそれがあります。一方、BCP導入している企
業は、緊急時でも中核事業を維持・早期復旧することができ、その後、操業率を100％に戻し
たり、さらには市場の信頼を得て事業が拡大したりすることも期待できます。』

 (中小企業庁ホームページより) 

オフィスに潜むキケンを減らしましょう！

「みんなに分かりやすく」が大切！

集中豪雨や水害に備えましょう！

集中豪雨や大型台風などによる災害が増加しています！
早めの対策で大切な資産を守りましょう！！

オカムラの簡易型防水板
『シンプライト』は
なんと土のうの
約100倍の止水効果！

防災備品を揃えることはもちろんですが、
何がどこにあるのか誰にでも分かりやすく、
取り出しやすい工夫も重要です。

(株式会社オカムラ『オフィスづくりのコラム』より)

地震により家具類の転倒・落下・移動が発生すると、「３つの危険」が生じる可能性があります。
ケガ・火災・避難障害から身を守るためには、家具類の 転倒・落下・移動防止対策が非常に
大切です。

①ケガ
近年発生した地震でけがをした原因を調べると、
約30～50％の人が、家具類の転倒・落下・移動によるものでした。 

②火災
転倒・落下した家具などが電気ストーブなどの電源スイッチを押し、
付近の燃えやすいものに着火するなどして火災が発生することがあります。

③避難障害
避難通路、出入口周辺に転倒、移動しやすい家具類を置くと、避難経路を塞いだり、
引き出しが飛び出すことで、つまずいてケガをしたり、避難の妨げになることがあります。

(東京消防庁ホームページより) PCB対策はお気軽に桧山事務器にご相談ださい。 0827-22-2255
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